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別記様式第１号 別添 

浜の活力再生プラン 

令和４～８年度 

（第２期） 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 島根県地域水産業再生委員会 

代表者名 会 長  岸  宏 （漁業協同組合ＪＦしまね 代表理事会長） 

再生委員会の構成員 
漁業協同組合ＪＦしまね、島根県農林水産部、益田市、浜田市、江

津市、大田市、出雲市、松江市、隠岐の島町、西ノ島町、知夫村 

オブザーバー 無し 

対象となる地域の範囲 

及び漁業の種類 

大田地区（JF しまね大田支所管内）５０５経営体 

大型定置(１経営体)、小型定置(２経営体)、小型底びき網漁業(４０

経営体)、中型まき網漁業(１経営体)、一本釣漁業等(２１６人)、刺網

漁業（２３人）、延縄漁業(１９人)、かご漁業(３０人)、採介藻(１７３人) 

※令和３年４月時点（漁業協同組合ＪＦしまね調べ）

２ 地域の現状 

（１） 関連する水産業を取り巻く現状等

島根県中央部に位置する「大田市」の基幹漁業は小型底びき網漁業であり、令和２年の属人

水揚量約４，４３６トン、水揚金額約１９億円のうちの約７割を占めている。 

大田市における小型底びき網漁業は、早朝出港して夕方に帰航する日帰り操業が主であり、

鮮度の良いカレイ類、イカ類、アカムツ、ニギス、タイ類等が水揚げされている。現在では、４０隻

が操業しており、各船で３～４人の乗組員が就業しており、地域の重要な雇用の場となっている。 

この他に、一本釣り、まき網、定置網、いか釣り、採介藻漁業等の沿岸漁業も盛んに行われて

いるため、大田地区では多種多様な魚種が水揚げされている。 

平成２５年９月には、ＪＦしまねが市内４カ所の卸売市場（久手、和江、五十猛、仁摩）を和江漁

港に統合・新設した高度衛生管理型市場となる「ＪＦしまね大田水産物地方卸売市場」を開設して

おり、大田地区で水揚げされる水産物の付加価値が向上しつつある。 

この新市場で水揚げされた水産物は、仲買人を介して大田市内外へ流通すると共に、生鮮品

並びに水産加工業の原材料として利用されており、地域にとって重要なものとなっている。ここで

は開設以来、夕市、朝市のもと販売業務が行われてきたが、「統合時の基本方針」に基づき、令

和２年９月に夕市、朝市を一本化して時代に対応する漁業操業体制及び鮮魚流通体制を再構築

の上、生産流通の効率化と魚価維持のもと漁業者所得の増大が図られている。また市場統合

後、水産物直接取引が拡大されると共に大手量販店バイヤーが常駐し、買付高の増加、魚価向

上に成果が出ている。 

（２） その他の関連する現状等

大田市は、県内人口の集中する松江・出雲市圏と、中国地方最大の都市である広島市との交

流が盛んな浜田・益田市圏の中間に位置する、県中央部の拠点都市である。 

平成 19 年 7 月に世界遺産となった石見銀山遺跡や国立公園三瓶山、国指定天然記念物琴ヶ

浜、温泉津温泉、仁摩サンドミュージアムなど、特色ある観光資源を有しており、年間 100 万人以

上の観光客の入り込みがあるなど、観光振興と連携した水産業や水産物の活用策が求められて

いる。 
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３ 活性化の取組方針 

（１）前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題等
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（２）今期の浜の活力再生プランの基本方針

① 衛生管理型市場の運用

市場関係者を対象とした研修を継続することで、「安心・安全」な大田の水産物を供給し、引き続

き、産地市場の統合（平成 25 年の久手、和江、五十猛、仁摩の４卸売市場のＪＦしまね大田水産

物地方卸売市場への統合）によるスケールメリットと併せて魚価の維持・向上の基礎とする。 

② 鮮度・品質向上による魚価向上

小型底びき網漁業においては、漁獲物の規格化（定貫販売）の徹底と鮮度保持により漁獲物の

付加価値向上を図る。また、漁獲物の単価が高い優良漁業者の実態の聞き取りや島根県水産技術

センター等からの助言を元に漁業者に指導を行い、船上における温度管理の徹底や衛生管理型市

場の活用により漁獲物の鮮度向上、単価の底上げを図る。

一本釣り・延縄漁業においては、キジハタ（赤水）の活魚出荷や船上での鮮度保持技術研修を行

うと共に、魚種や処理方法を統一した漁獲物には「タグ」を装着することで、差別化と付加価値向上

を図る。 

定置網漁業経営体は、高単価が見込まれる漁獲物については活〆等の処理を検討するととも

に、衛生管理型市場の活用によって、漁獲直後から選別・競りまで一貫した温度管理を徹底するこ

とで、漁獲物の鮮度保持、単価の底上げを図る。 

まき網漁業経営体は、島根県水産技術センターの協力のもと、パンフレットの配布等の方法によ

り、鮮度保持に関する船員の意識向上を図る。これにより出荷に至るまでの温度管理を徹底し、高

鮮度な漁獲物が出荷できる様にする。加えて定置網同様に衛生管理型市場の活用によって、漁獲

物の更なる鮮度保持、単価の底上げを図る。 

③ 小型底びき網漁業の乗組員の確保

小型底びき網漁業の乗組員の確保についても、就業者フェアへの参加によるＵＩターン希望者へ

の周知を継続して実施し、基幹漁業の生産体制を確立していく。 

④ 大田市内での魚食普及活動

大田地区では、小型底びき網、まき網、定置網といった網漁業から釣り・延縄や採介藻漁業まで、

多種多様な漁業が営まれ、年間を通じてバラエテイに富んだ水産物が水揚げされるが、地元でも

「旬」を含めた魚の認知度向上が課題であり、まずは地元の魚を知ってもらい、食べてもらえるよう

魚食普及活動に取り組むこととする。

⑤ イオン・ダイエーとの直接取引拡大のための一次処理

イオン・ダイエーとの水産物直接取引の拡大と店舗処理負担軽減と産地附加価値向上のため、

産地一次処理を継続し魚価向上を図る。 

⑥ 磯根資源の維持増大

ウニ駆除や海藻種苗投入による磯根漁場環境の改善と併せて、アワビの種苗放流や禁漁区域

の設定・継続を行うことで、磯根資源の維持増大を図る。 

⑦ 燃油消費量の削減によるコスト削減

燃油価格が高騰するなかで、漁業経費に占める燃料費を節減することも漁業経営を考えるうえで

重要であり、定期的な船底清掃の実施と併せて出漁・帰港時ともに１ノットの減速航行を徹底するこ

とで燃油消費量を削減する。 

⑧ 生産基盤の整備・保全等によるコスト削減
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生産基盤（漁港設備）の整備・保全、環境改善を推進し、漁業経費の削減を図る。 

（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置

島根県漁業調整規則第３５条（まき網等の漁具の網目規制による水産資源保護）、島根県漁業調整

規則第３７条（ブリ等の小型魚の漁獲禁止、アワビ等の禁漁期間の設定による水産資源保護）、島

根海区漁業調整委員会指示第３０－１号（定置漁業の保護区域の設定） 

（４）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）

（具体的な取組内容については、取組の進捗状況や得られた成果等を踏まえ必要に応じて見直す事

とする。） 

１年目（令和４年度） 所得向上（基準年比）７．７％ 

漁業収入向上

のための取組 

① 衛生管理型市場の運用

漁協は、平成 25 年に新たに整備された衛生管理型市場（ＪＦしまね大田水産

物卸売市場）の特性を活かしつつ、電動式フォークリフトを効率的に使用して作

業時間を短縮できるよう、動線や魚箱の配置を工夫するなど、コスト面にも配慮

した利用法について、漁業者など市場関係者を対象に研修を継続・実施すること

で、「安心・安全」な大田の水産物を安定的に供給し、統合によるスケールメリット

と併せて魚価の維持・向上の基礎とする。 

② 鮮度・品質向上による魚価向上

小型底びき網漁業者は、導入した船上秤による漁獲物の規格化（定貫販売）

の取り組みをカレイ類以外にも拡大する。また漁協は、漁獲物の単価が高い優

良漁業者の実態の聞き取りや島根県水産技術センター等による指導を通じて、

漁業者の品質向上意識の定着を図り、船上における温度管理の徹底や衛生管

理型市場の活用による漁獲物の鮮度向上と単価の底上げを図る。 

一本釣り・延縄漁業者は、キジハタ（赤水）の活魚出荷に関する水産技術セン

ターによる技術研修(エア抜き等)を受けることにより、活魚出荷効率を高める。ま

た、船上で所定の活〆（血抜き）処理を行うことで鮮度が一定の水準に達したと

見込まれる活〆魚（アマダイ・メダイ・マダイ等）についてタグ装着を行っている

が、これに取り組む漁業者数を拡大するとともに、市場での評価調査を実施する

ことで効果の「見える化」を図り、モチベーション向上に繋げる。加えて、島根県水

産技術センターの協力を得て血抜き等の手法による効果を評価するとともに、漁

獲物の鮮度管理手法について検討を行う。これらの取り組みを通じて３年程度を

目途に大田地区における釣り漁獲物の品質の底上げや差別化を図る。

定置網漁業経営体は、高単価が見込まれる漁獲物については活〆等の処理

を検討するとともに、衛生管理型市場の活用によって、漁獲直後から選別・競り

まで一貫した温度管理を徹底することで、漁獲物の鮮度保持と単価の底上げを

図る。 

まき網漁業経営体は、島根県水産技術センターの協力を得て作成したパンフ

レットを配布するなどの取り組みにより、鮮度保持に関する船員の意識向上を図

る。これにより出荷に至るまでの温度管理を徹底し、高鮮度な漁獲物が出荷でき

る様にする。加えて定置網同様に衛生管理型市場の活用によって、漁獲物の更

なる鮮度保持と単価の底上げを図る。

③ 小型底びき網漁業の乗組員の確保

小型底びき網漁業の乗組員については、厳しい漁業経営の影響により、その

確保が困難な状況にあるが、漁協は、引き続き産業体験事業等の制度を活用し
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て新規加入を推進していく。 

④ 大田市内での魚食普及活動

漁協は、大田地区の水産物を食べてもらうための「消費拡大」について、将来

的な需要の掘り起こしに向けて、大田市及び市場関係者とも連携しつつ「魚食普

及」の取り組みに着手する。具体的には、魚商人組合が行う「魚のさばき方教

室」への魚の提供や、学校給食関係者を対象として給食用メニュー試作用の原

魚提供などの取り組みを行うこととする。 

⑤ イオン・ダイエーとの直接取引拡大のための一次処理

漁協は漁業者と連繋しつつ、イオン、ダイエーとの水産物直接取引拡大のた

め、消費地店舗の調査と取引先バイヤー、店舗主任者等の来県によって、店舗

での供給スタイル開発のための現地研修を実施する。 

⑥ 磯根資源の維持増大

採介藻漁業者は、漁協の協力を得て、磯根資源の増殖を目的とした漁場・海

岸の環境改善やアワビ等の種苗放流を実施すると共に、禁漁区域の設定につ

いても取り組みを継続していく。 

漁業コスト削減

のための取組 

⑦ 燃油消費量の削減によるコスト削減

全漁業者は、定期的な船底清掃を実施することで漁船航行時の抵抗を軽減す

ると共に、出漁、帰港時の減速航行（１ノット）を徹底することで燃油消費量を節減

し漁業所得向上を図る。 

⑧ 生産基盤の整備・保全等によるコスト削減

漁業者の要望に基づき、漁協・県・市は互いに連携して、生産基盤の整備・保

全及び軽労化施設整備などの環境改善に取り組み、漁業経費の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・水産業強化支援事業

・ＵＩターンしまね産業体験事業（定住財団）、新規自営漁業者育成事業（県単）

・産地創生事業（県単）

・水産業成長産業化沿岸地域創出事業

２年目（令和５年度） 所得向上（基準年比）１１．２％ 

漁業収入向上

のための取組 

① 衛生管理型市場の運用

漁協は、衛生管理型市場の特性を活かしつつコスト面にも配慮した利用法に

ついて、漁業者など市場関係者を対象に研修を継続・実施することで、「安心・安

全」な大田の水産物を安定的に供給し、統合によるスケールメリットと併せて魚価

の維持・向上を図る。 

② 鮮度・品質向上による魚価向上

小型底びき網漁業者は、引き続き漁獲物の規格化（定貫販売）の取り組みを

拡大していく。 また漁協は、1 年目からの取り組みを継続し、船上における温度

管理の徹底や衛生管理型市場の活用による漁獲物の鮮度向上と単価の底上げ

を図る。 

一本釣り漁業者等については、キジハタ（赤水）の活魚出荷に関する技術研修

(エア抜き等)を継続し、活魚出荷による魚価データの解析により活魚出荷効率を

高める。所定の方法により船上で活〆（血抜き）を行った活〆魚についてタグ装

着を実施し、市場での評価向上に向けた取り組みを継続する。また、島根県水産

技術センターの協力を得て血抜きの他、神経締めの手法による効果を評価する

とともに、漁獲物の鮮度管理手法について検討を行う。これらの取り組みを通じ

て２年程度を目途に大田地区における釣り漁獲物の品質の底上げや差別化を図

る。
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定置網漁業経営体は、引き続き高単価が見込まれる漁獲物については活〆

等の処理を検討するとともに、衛生管理型市場の活用によって、漁獲直後から選

別・競りまで一貫した温度管理を徹底することで、漁獲物の鮮度保持と単価の底

上げを図る。 

まき網漁業経営体は、出荷に至るまでの温度管理を徹底と、定置網同様に衛

生管理型市場の活用によって、漁獲物の更なる鮮度保持と単価の底上げを図

る。 

③ 小型底びき網漁業の乗組員の確保

小型底びき網漁業の乗組員について、漁協は、引き続き産業体験事業等の制

度を活用して新規加入を推進していく。 

④ 大田市内での魚食普及活動

漁協は、大田地区の水産物を食べてもらうための「消費拡大」について、大田

市及び市場関係者とも連携しつつ、1 年目同様に原魚の提供等を通じた「魚食普

及」の取り組みを継続する。 

⑤ イオン・ダイエーとの直接取引拡大のための一次処理

漁協は漁業者と連繋しつつ、イオン、ダイエーとの水産物直接取引拡大のた

め、消費地店舗調査と取引バイヤー、店舗主任者等の来県による現地研修を実

施すると共に店舗での供給スタイル開発のための現地研修を実施する。  

⑥ 磯値資源の維持拡大

採介藻漁業者は、漁協の協力を得て、磯根資源の増殖を目的とした漁場・海

岸の環境改善やアワビ等の種苗放流を実施すると共に、禁漁区域の設定につい

ても取り組みを継続していく。 

漁業コスト削減

のための取組 

⑦ 燃油消費量の削減によるコスト削減

全漁船は、定期的な船底清掃を実施することで漁船航行時の抵抗を軽減する

と共に、出漁、帰港時の減速航行（１ノット）を徹底することで燃油消費量を節減し

漁業所得向上を図る。 

⑧ 生産基盤の整備・保全等によるコスト削減

漁業者の要望に基づき、漁協・県・市は互いに連携して、生産基盤の整備・保

全及び軽労化施設整備などの環境改善に取り組み、漁業経費の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・産地創生事業（県単）

・ＵＩターンしまね産業体験事業（定住財団）、新規自営漁業者育成事業（県単）

・水産業成長産業化沿岸地域創出事業

３年目（令和６年度） 所得向上（基準年比）１４．６％ 

漁業収入向上

のための取組 

① 衛生管理型市場の運用

漁協は、衛生管理型市場の特性を活かしつつコスト面にも配慮した利用法を

継続・実施することで、「安心・安全」な大田の水産物を安定的に供給し、統合に

よるスケールメリットと併せて魚価の維持・向上を図る。 

② 鮮度・品質向上による魚価向上

小型底びき網漁業者は、引き続き漁獲物の規格化（定貫販売）の取り組みを

拡大していく。 また漁協は、1 年目からの取り組みを継続し、船上における温度

管理の徹底や衛生管理型市場の活用による漁獲物の鮮度向上と単価の底上げ

を図るとともに、仲買等への聞き取りを通じて品質の実態を把握し、取り組みへ

のフィードバックを行う。 

一本釣り漁業者等については、キジハタ（赤水）の活魚出荷に関する技術研修

(エア抜き等)を継続し、活魚出荷による魚価データの周知徹底により活魚出荷効



7 

率を高める。船上で所定の方法により活〆（血抜き）を行った活〆魚について、タ

グ装着を実施し、市場での評価向上に向けた取り組みを継続する。また、島根県

水産技術センターの協力を得て血抜きの他神経締め等の手法による効果を評価

するとともに、漁獲物の鮮度管理手法を確立する。これらの取り組みを通じて、大

田地区における釣り漁獲物の品質の底上げや差別化を図る。 

定置網漁業経営体は、引き続き高単価が見込まれる漁獲物については活〆

等の処理を検討するとともに、衛生管理型市場の活用によって、漁獲直後から選

別・競りまで一貫した温度管理を徹底することで、漁獲物の鮮度保持と単価の底

上げを図る。 

まき網漁業経営体は、出荷に至るまでの温度管理の徹底と、定置網同様に衛

生管理型市場の活用によって、漁獲物の更なる鮮度保持と単価の底上げを図

る。 

③ 小型底びき網漁業の乗組員の確保

小型底びき網漁業の乗組員について、漁協は、引き続き産業体験事業等の制

度を活用して新規加入を推進していく。  

④ 大田市内での魚食普及活動

漁協は、大田地区の水産物を食べてもらうための「消費拡大」について、大田

市及び市場関係者とも連携しつつ、前年同様に原魚の提供等を通じた「魚食普

及」の取り組みを継続する。 

⑤ イオン・ダイエーとの直接取引拡大のための一次処理

漁協は漁業者と連繋しイオン、ダイエーとの水産物直接取引を北陸、関東まで

拡大するための供給流通網の整備に関して関係者と検討する。

⑥ 磯値資源の維持拡大

採介藻漁業者は、漁協の協力を得て、磯根資源の増殖を目的とした漁場・海

岸の環境改善やアワビ等の種苗放流を実施すると共に、禁漁区域の設定につい

ても取り組みを継続していく。 

漁業コスト削減

のための取り組

み 

⑦ 燃油消費量の削減によるコスト削減

全漁船は、定期的な船底清掃を実施することで漁船航行時の抵抗を軽減する

と共に、出漁、帰港時の減速航行（１ノット）を徹底することで燃油消費量を節減し

漁業所得向上を図る。 

⑧ 生産基盤の整備・保全等によるコスト削減

漁業者の要望に基づき、漁協・県・市は互いに連携して、生産基盤の整備・保

全及び軽労化施設整備などの環境改善に取り組み、漁業経費の削減を図る。 

活用する支援

措置等 

・産地創生事業（県単）

・ＵＩターンしまね産業体験事業（定住財団）、新規自営漁業者育成事業（県単）

・水産業成長産業化沿岸地域創出事業

４年目（令和７年度） 所得向上（基準年比）１８．１％ 

漁業収入向上

のための取組 

① 衛生管理型市場の運用

漁協は、衛生管理型市場の特性を活かしつつコスト面にも配慮した利用法を

継続・実施することで、「安心・安全」な大田の水産物を安定的に供給し、統合に

よるスケールメリットと併せて魚価の維持・向上を図る。 

② 鮮度・品質向上による魚価向上

小型底びき網漁業者は、引き続き漁獲物の規格化（定貫販売）の取り組みを拡

大していく。 また漁協は、1 年目からの取り組みを継続し、船上における温度管

理の徹底や衛生管理型市場の活用による漁獲物の鮮度向上と単価の底上げを
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図るとともに、仲買等への聞き取りを通じて品質の実態を把握し、取り組みへのフ

ィードバックを行う。 

一本釣り漁業者等については、前３ヵ年実績のキジハタ（赤水）活魚出荷デー

タを基にそのメリットを周知徹底し、更なる技術の向上と、活魚出荷拡大による漁

業収入の向上を図る。船上で所定の方法により活〆（血抜き）を行った活〆魚に

ついても、全 3 ヵ年の実績を元にタグ装着のメリットを周知、タグ付け出荷の更な

る拡大に向けて取り組みを継続する。また、島根県水産技術センターの協力を得

て血抜き・神経抜き技術の確立による鮮度管理効果を評価するとともに、その効

果について仲買人の評価を聞きつつ、大田地区における釣り漁獲物の品質の底

上げや差別化を図る。

定置網漁業経営体は、引き続き高単価が見込まれる漁獲物については活〆

等の処理を検討するとともに、衛生管理型市場の活用によって、漁獲直後から選

別・競りまで一貫した温度管理を徹底することで、漁獲物の鮮度保持と単価の底

上げを図る。 

まき網漁業経営体は、出荷に至るまでの温度管理を徹底と、定置網同様に衛

生管理型市場の活用によって、漁獲物の更なる鮮度保持と単価の底上げを図

る。 

③ 小型底びき網漁業の乗組員の確保

小型底びき網漁業の乗組員について、漁協は、引き続き産業体験事業等の制

度を活用して新規加入を推進していく。  

④ 大田市内での魚食普及活動

漁協は、大田地区の水産物を食べてもらうための「消費拡大」について、大田

市及び市場関係者とも連携しつつ、前年同様に原魚の提供等を通じた「魚食普

及」の取り組みを継続する。 

⑤ イオン・ダイエーとの直接取引拡大のための一次処理

漁協は漁業者と連繋して、イオン、ダイエーとの水産物直接取引を北陸、関東

まで拡大するための供給流通網を整備する。   

⑥ 磯値資源の維持拡大

採介藻漁業者は、漁協の協力を得て、磯根資源の増殖を目的とした漁場・海

岸の環境改善やアワビ等の種苗放流を実施すると共に、禁漁区域の設定につい

ても取り組みを継続していく。 

漁業コスト削減

のための取組 

⑦ 燃油消費量の削減によるコスト削減

全漁船は、定期的な船底清掃を実施することで漁船航行時の抵抗を軽減する

と共に、出漁、帰港時の減速航行（１ノット）を徹底することで燃油消費量を節減し

漁業所得向上を図る。 

⑧ 生産基盤の整備・保全等によるコスト削減

漁業者の要望に基づき、漁協・県・市は互いに連携して、生産基盤の整備・保

全及び軽労化施設整備などの環境改善に取り組み、漁業経費の削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

・産地創生事業（県単）

・ＵＩターンしまね産業体験事業（定住財団）、新規自営漁業者育成事業（県単）

・水産業成長産業化沿岸地域創出事業

５年目（令和８年度） 所得向上（基準年比）２１．５％ 

（最終年度であり、今までの成果を検証するとともに、取組内容を見直しつつ、引き続き以下の取組を

確実に実施する。） 

漁業収入向上 ① 衛生管理型市場の運用
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のための取組 漁協は、衛生管理型市場の特性を活かしつつコスト面にも配慮した利用法を

継続・実施することで、「安心・安全」な大田の水産物を安定的に供給し、統合に

よるスケールメリットと併せて魚価の維持・向上を図る。 

② 鮮度・品質向上による魚価向上

小型底びき網漁業者は、引き続き漁獲物の規格化（定貫販売）の取り組みを拡

大していく。 また漁協は、１年目からの取り組みを継続し、船上における温度管

理の徹底や衛生管理型市場の活用による漁獲物の鮮度向上と単価の底上げを

図るとともに、仲買等への聞き取りを通じて品質の実態を把握し、取り組みへのフ

ィードバックを行う。 

一本釣り漁業者等については、キジハタ（赤水）の活魚出荷技術を定着させ、

取扱高増加による漁業所得の向上を図る。船上で所定の方法により活〆（血抜

き・神経抜き）を行った活〆魚について、市場での評価を基に魚種の拡大を図り、

大田地区における釣り漁獲物の鮮度管理の向上により、漁業所得の向上を図

る。 

定置網漁業経営体は、引き続き高単価が見込まれる漁獲物については活〆

等の処理を検討するとともに、衛生管理型市場の活用によって、漁獲直後から選

別・競りまで一貫した温度管理を徹底することで、漁獲物の鮮度保持と単価の底

上げを図る。 

まき網漁業経営体は、出荷に至るまでの温度管理を徹底と、定置網同様に衛

生管理型市場の活用によって、漁獲物の更なる鮮度保持と単価の底上げを図

る。 

③ 小型底びき網漁業の乗組員の確保

小型底びき網漁業の乗組員について、漁協は、引き続き産業体験事業等の制

度を活用して新規加入を推進していく。 

④ 大田市内での魚食普及活動

漁協は、大田地区の水産物を食べてもらうための「消費拡大」について、大田

市及び市場関係者とも連携しつつ、前年同様に原魚の提供等を通じた「魚食普

及」の取り組みを継続する。 

⑤ イオン・ダイエーとの直接取引拡大のための一次処理

漁協は漁業者と連繋したイオン、ダイエーとの水産物直接取引について、前年

度までの取組を総括し、より効果的な水産物供給体制について漁業者に指導を

行い、更なる取引先エリア拡大と魚価の向上を図る。 

⑥ 磯値資源の維持拡大

採介藻漁業者は、漁協の協力を得て、磯根資源の増殖を目的とした漁場・海

岸の環境改善やアワビ等の種苗放流を実施すると共に、禁漁区域の設定につい

ても取り組みを継続していく。 

漁業コスト削減

のための取組 

⑦ 燃油消費量の削減によるコスト削減

全漁船は、定期的な船底清掃を実施することで漁船航行時の抵抗を軽減する

と共に、出漁、帰港時の減速航行（１ノット）を徹底することで燃油消費量を節減し

漁業所得向上を図る。 

⑧ 生産基盤の整備・保全等によるコスト削減

漁業者の要望に基づき、漁協・県・市は互いに連携して、生産基盤の整備・保

全及び軽労化施設整備などの環境改善に取り組み、漁業経費の削減を図る。 

活用する支援 

措置等 

・産地創生事業（県単）

・ＵＩターンしまね産業体験事業（定住財団）、新規自営漁業者育成事業（県単）

・水産業成長産業化沿岸地域創出事業
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（５）関係機関との連携

事業実施に際しては、ＪＦしまね大田支所、大田市（農林水産課）、島根県（西部農林水産振興セ

ンター・水産技術センター）とも連携を行い、円滑かつ効果的な推進に資する。

４ 目標 

（１）数値目標

漁業所得の向上 １０％以上 

（小型底びき網漁業、一本釣

り漁業等） 

基準年 

目標年 

平成２８～令和２年度平均 ： 

 漁業所得（地区総額） 円

 令和８年度 ： 

漁業所得（地区総額） 円 

（２）上記の算出方法及びその妥当性
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（３）所得目標以外の成果目標

魚種 基準年（平成２８～令和２

年度 5 中 3 平均） 

目標年（令和８年度） 

小型底曳網による漁獲

物の平均単価向上 

アカムツ １，２０７／kg １，４８７円／kg 

ソウハチ ３６７円／kg ４０６円／kg 

ムシガレイ ７３９円／kg ８３１円／kg 

キジハタの活魚出荷割

合 

基準年 平成２８～令和２年度 5 中 3 平均 ： ６５％ 

目標年 令和 ８年度              ： ７５％ 

魚種 基準年（平成２８～令和２

年度 5 中 3 平均） 

目標年（令和８年度） 

定置網による漁獲物の

平均単価向上 

ケンサキイカ １，０１８円／kg １、０６９円／kg 

マアジ ２５４円／kg ２６６円／kg 

ブリ ２６７円／kg ２８１円／kg 

サワラ類 ３４８円／kg ３６６円／kg 

ヤリイカ ８１５円／kg ８５６円／kg 

魚種 基準年（平成２８～令和２

年度 5 中 3 平均） 

目標年（令和８年度） 

まき網による漁獲物の

平均単価向上 

マアジ ３４５円／kg ３６３円／kg 

ブリ ２７８円／kg ２９２円／kg 

（４）上記の算出方法及びその妥当性

 小型底曳網による漁獲物について、目標値の算出に使用した１０経営体は、いずれも仲買業者か

ら鮮度面で高い評価を得ている経営体である。このことから、これらの経営体が行っている船上で

の氷の使用方法や温度管理について、聞き取りや水産技術センターによる調査・助言をもとに他の

経営体に導入することで単価の底上げを行い、単価上位１０経営体の平均単価にまで全体の単価

を引き上げることを目標とする。 

現在、キジハタの活魚出荷は２，９０８kg 程で、全体の６７％程になる。これを漁業者への指導と

啓発により、活魚出荷の割合を令和６年度に１0 ポイント向上させ、全体の７７％にすることを目標と

する。  

定置網において単価向上の対象とした５魚種は、水揚げの 5 割以上を占める重要魚種であり、ま

た、イカや青もの類であることから、鮮度による単価への影響が比較的大きい魚種である。温度の

測定管理、氷の使用の徹底、活〆魚の割合向上等の取り組みを行い、これらの魚種の単価を基準

年比５％向上させることを目標とする。 

まき網において単価向上の対象としたマアジとブリは、まき網漁獲物の 8 割以上を占める重要魚

種であり、また青もの類であることから、鮮度による単価への影響が比較的大きい魚種である。乗

組員にパンフレット配布等による啓発活動を行い、鮮度管理意識を向上させ、漁獲直後からの温度
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管理を中心とした鮮度保持対策をとることにより、これらの魚種の単価を基準年比５％向上させるこ

とを目標とする。 

また、目標は実態に基づく基礎データから算出しており、妥当と考えられる。 

※内訳詳細は別添所得算出資料のとおり

５ 関連施策 

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

水産業成長産業化沿岸地域創出事業 機器の導入、漁船・漁具リース事業 

未定 漁港施設の整備（機能保全）、環境改善による漁業経費

の削減化を図る 

漁業経営セーフティネット構築等事業 漁業用燃油の高騰が経営に及ぼす影響緩和 

水産多面的機能発揮対策事業 藻場の保全事業や漂着物処理等により、漁場環境の保

全や資源の増大を図る 

水産業強化支援事業 鮮度保持の強化を図るため、経年劣化した殺菌冷海水装

置や製氷施設の更新 
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